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第１章 計画の基本的事項 

１ 策定の背景・目的 

日本は、誰もが安心して医療を受けることができる国民皆保険を堅持し、世界最長の平均寿命や高

い保健医療水準を維持するため、たゆまぬ改革を行ってきました。 

急速な少子高齢化など大きな環境変化に直面する中、将来にわたり医療保険制度を持続可能なもの

としていくため、平成 18年６月には医療制度改革関連法が成立しています。 

平成 20年４月には、その柱の一つである「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、保険者

は、特定健康診査及び特定保健指導（以下「特定健康診査等」という。）の実施に関する計画を定め、

計画に基づいて特定健康診査等を行うこととされました。 

一方、特定健康診査等の実施や診療報酬明細書（以下「レセプト」という。）等の電子化の進展など

により、保険者が健康や医療に関する情報を活用して、被保険者の健康課題の分析、保健事業の評価

などを行うための基盤整備が進んでいます。 

こうした中、平成 25年６月 14日に閣議決定された「日本再興戦略」において、「全ての健康保険組

合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として

「データヘルス計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様

の取組を行うことを推進する。」とされました。 

本市においては、平成 25年２月に「第２期宮古市国民健康保険特定健康診査等実施計画」を、平成

27年 11月に「宮古市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）」を策定し、被保険者の健

康保持増進を図るため、特定健康診査等をはじめとする保健事業を展開してきました。 

本計画は、「第２期宮古市国民健康保険特定健康診査等実施計画」及び「宮古市国民健康保険保健事

業実施計画（データヘルス計画）」（以下「前期計画」という。）の評価等を踏まえ、今後の保健事業の

指針となる実施計画を策定するものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、宮古市総合計画の部門別計画に位置づけられるもので、国民健康保険法による国の指針

に基づき策定する第２期データヘルス計画（保健事業実施計画）と、高齢者の医療の確保に関する法

律に基づき策定する第３期特定健康診査等実施計画を一体的に策定するものです。 

また、健康増進法に基づき策定された「第２次いきいき健康宮古２１プラン」の国民健康保険分野

と関連する計画です。 
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３ 計画の基本的考え方 

本計画は、関連計画である「第２次いきいき健康宮古２１プラン」が基本理念として掲げた「生涯

を通じて、みんながいきいき健康に暮らすまち」を共通の理念とし、市民の健康寿命の延伸を見据え

て被保険者の健康保持増進を図るための取り組みの指針となるものです。 

本計画は、前期計画における取り組みの評価や、健診結果、レセプト等のデータから見える健康課

題を踏まえて計画全体の目標を定め、目標達成に向けた保健事業の展開について具体的な実施内容と

目標値を定める計画とします。 

また、計画期間を通じて、健康医療情報を活用したＰＤＣＡサイクルに沿った運用を行うこととし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の期間 

計画の期間は、第３期特定健康診査等実施計画について、高齢者の医療の確保に関する法律の規定

により６年を１期として策定することが定められていることから、平成 30年度から平成 35年度まで

の６年間とします。 

 

５ 実施体制・関係者との連携 

計画の運用に当たっては、総合窓口課と健康課が中心的な役割を果たすこととし、必要に応じて、

介護保険課、財政課、企画課との連携を図ることとします。 

また、国保連合会に設置されている保健事業支援・評価委員会の助言、指導を受けるとともに、国

保連合会が実施する研修会に担当者が積極的に参加し、外部有識者に蓄積されているノウハウを生か

すこととします。 

このほか、医療機関との連携や、国民健康保険運営協議会の場を通じて、被保険者、保険医、保険

薬剤師、被用者保険等保険者の意見を反映させるなど、関係者と連携して取り組みを進めることとし

ます。 

 

  

前期計画における 

取り組みの評価 

 

データから見える 

健康課題 

 

保健事業の展開 

具体的な実施内容 

目標値 

みんながいきいき 

健康に暮らすまち 

計画全体 
の目標 
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６ 計画の公表・周知 

本計画は、市のホームページに掲載することにより公表するものとします。 

また、保健推進委員が集まる機会等をとらえて、周知に努めるものとします。 

 

７ 個人情報の取り扱い 

本計画の実施により得られた個人情報については、宮古市個人情報保護条例、その他関係法令等に

基づいて取り扱うものとします。 

また、個人情報の活用について対象者の同意を必要とするものついては、書面により対象者から同

意を得るものとします。 

 

８ 地域包括ケアに係る取り組み 

生活習慣病の予防は、介護予防など地域包括ケアの取り組みと深い関わりがあります。このことか

ら、本計画の実施にあたっては、国民健康保険保健事業を担当する総合窓口課及び健康課と、介護予

防などの地域包括ケアを担当する介護保険課が協力し、地域包括ケアとの連携を図るものとします。 
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第２章 宮古市の現状 

１ 被保険者数 

本市の国民健康保険には、平成 30 年４月１日現在で 13,713 人が加入しています。人口の減少や、

後期高齢者医療制度への移行により被保険者数は年々減少しています。 

○人口及び国保被保険者数 

 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

人口（人） 56,331 55,521 54,573 53,543 

被保険者数（人） 16,155 15,260 14,357 13,713 

国保加入率（％） 28.7 27.5 26.3 25.6 

※各年ともに４月１日現在             資料：住民基本台帳、事業報告月報 

 

２ 被保険者の年齢構成 

年齢構成比率は、年齢が高くなるに従って高くなっています。 

特定健康診査等の対象となる 40歳から 74歳までの被保険者数は、平成 28年９月 30日現在 12,052

人で、被保険者全体の 82.2％を占めています。 

この構成比率を３年前の平成 25 年 9 月 30 日現在のデータと比較すると 3.3％増加しており、年齢

層が高くなったことがわかります。 

○年齢構成 

 男（人） 女（人） 計（人） 構成比(％) 

0～19歳 564 558 1,122 7.7 

20～39歳 795 699 1,494 10.2 

40～59歳 1,739 1,545 3,284 22.3 

60～74歳 4,020 4,748 8,768 59.8 

総数 7,118 7,550 14,668 100 

※平成 28年 9月 30日現在        資料：平成 29年度版「宮古市の国民健康保険」 

○40～74歳の構成比 

 総数 40～74歳の人数 構成比(％) 

平成 25年 9月 30日現在 17,279 13,635 78.9 

平成 28年 9月 30日現在 14,668 12,052 82.2 

                    資料：平成 29年度版「宮古市の国民健康保険」 
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第３章 前期計画の評価 

１ 計画全体の評価 

前期計画において設定した計画全体の目標と実績は次のとおりです。 

 

① メタボリックシンドローム予備群・該当者率の減少 

  [データヘルス計画] 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ 

予備群・該当者率 

目標 － 23％ 22％ 21％ 

実績 24.4％ 25.4％ 25.4％ 28.1％ 

 

② 特定健康診査受診率、特定保健指導実施率の向上 

  [データヘルス計画・特定健康診査等実施計画] 

 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

特定健康診査 

受診率 

目標 40％ 45％ 50％ 55％ 60％ 

実績 37.6％ 40.4％ 38.9％ 39.2％ 40.7％ 

特定保健指導 

実施率 

目標 30％ 35％ 40％ 50％ 60％ 

実績 10.9％ 10.5％ 11.4％ 12.8％ 11.9％ 

 

③ 国保被保険者の一人当たり医療費の減少 

  [データヘルス計画] 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

一人当たり医療費 
目標 － 370,000円 368,000円 366,000円 

実績 376,079円 400,673円 386,027円 410,580円 

 

＜考察＞ 

①メタボリックシンドローム予備群・該当者が増加傾向にあること、特定保健指導の実施率が伸

び悩んでいることから、特定健康診査の結果が生活習慣の改善に生かされず、メタボリックシン

ドローム予備群・該当者の削減につながっていない状況にあると考えられます。 

②メタボリックシンドローム予備群・該当者の増加が、医療費割合で生活習慣病が上位を占める

結果につながり、一人当たり医療費の上昇の一因になっていると考えられます。 

③いずれの項目も目標を達成できていないことから、特定健康診査、特定保健指導をはじめとす

る保健事業の実施内容を強化する必要があると考えます。 
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２ 個別事業の評価方法 

個別事業の評価については、前期計画において定めた評価方法に基づき、以下の４つの項目に着目

して行うこととします。 

評価の構造 内容 評価方法 

ストラクチャー 

（事業構成・実施体制） 

事業計画、予算、実施施設など 当初計画どおり実施・・・３ 

一部変更して実施・・・２ 

実施できず・・・１ プロセス 

（実施過程） 

周知方法、実施方法、会場など 

アウトプット 

（事業実施量） 

実施回数、参加者数など 事前に設定した目標値と実績値

の比較により評価 

評価率＝実績値÷目標値 

 評価率 90～100％・・・３ 

 評価率 80～90％未満・・・２ 

 評価率 80％未満・・・１ 

アウトカム 

（成果） 

実施前との数値の変化など 
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３ 個別事業の評価 

 （１） 特定健診未受診者への受診勧奨 [データヘルス計画・特定健康診査等実施計画] 

１）目的 

 重症化予防のためにも、特定健診を受診し、自身の健康状態を知る必要があります。そこで、

受診率の低い年代に着目した、受診勧奨を行います。 

２）対象者 

 特定健康診査未受診者 

３）実施方法 

 ４月から８月までの未受診者に対し、個別に勧奨通知を行います。 

４）達成目標と実績 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

特定健診受診率（40代） 
目標 30％ 35％ 40％ 

実績 21.4％ 21.5％ 22.3％ 

 

【参考：特定健康診査の実施状況】 

(1) 目的 内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病の発症予防と重症化予防 

(2) 対象 40歳から 74歳までの国保加入者 

(3) 方法 集団健診（公益財団法人岩手県予防医学協会に委託） 

(4) 内容 身体計測、血圧・血液・尿検査など 

     追加項目とし、心電図、眼底検査、貧血検査を全員に追加実施 

(5) 実施状況 

 ○年齢別受診率 

   

資料：特定健診データ管理システム（法定報告） 

 

対象者数（人） 1,358 1,308 1,222 1,159 1,110

受診者数（人） 286 303 261 249 247

受診率（％） 21.1 23.2 21.4 21.5 22.3

対象者数（人） 2,087 1,928 1,782 1,619 1,494

受診者数（人） 520 538 486 430 435

受診率（％） 24.9 27.9 27.3 26.6 29.1

対象者数（人） 5,609 5,435 5,362 5,214 4,714

受診者数（人） 2,276 2,320 2,211 2,194 2,006

受診率（％） 40.6 42.7 41.2 42.1 42.6

対象者数（人） 3,383 3,307 3,029 2,894 3,077

受診者数（人） 1,600 1,633 1,476 1,389 1,545

受診率（％） 47.3 49.4 48.7 48.0 50.2

対象者数（人） 12,437 11,978 11,395 10,886 10,395

受診者数（人） 4,682 4,794 4,434 4,262 4,233

受診率（％） 37.6 40.0 38.9 39.2 40.7

29年度28年度27年度26年度25年度

合計

男女計

40代

50代

60代

70代

年齢
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５）事業の評価と考察 

評価の構造 内容 評価 

ストラクチャー 

（事業構成・実施体制） 

・総合窓口課主担当１名、副担当１名により実施 
３ 

プロセス 

（事業過程） 

・８月第１週までの特定健診未受診者を勧奨対象者と

して抽出 

・年代・性別ごとに内容を設定した受診勧奨ハガキを

作成し、送付 

・市の広報誌で受診の必要性を啓発 

３ 

アウトプット 

（事業実施量） 

・勧奨対象者に対し受診勧奨ハガキを発送 

 H27：9,602通 H28：9,016通 H29：8,672通 

 

３ 

アウトカム 

（成果） 

・40代受診率 

 H27:21.4％、H28:21.5％、H29:22.3％ 

  ・40代受診者数 

   H27：男 114人、女 135人 

   H28：男 128人、女 133人 

   H29：男 114人、女 142人 

１ 

 

40代の受診率は、目標は達成していないものの増加傾向にあり、これまでの取り組みに一

定の効果が認められます。 

目標を達成するためには、これまでの取り組みの強化や、新たな取り組みの検討が必要と

考えます。 
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 （２） 特定保健指導の参加勧奨 [データヘルス計画・特定健康診査等実施計画] 

１）目的 

 ハイリスク所見の重複している方を重点的に保健指導の勧奨を行います。 

 また、対象者が利用しやすいよう、家庭訪問等により保健指導を実施します。 

２）対象者 

 特定保健指導該当者 

３）実施方法 

 特定保健指導対象者に対し、郵送による個別勧奨を行います。 

 ハイリスク者に対しては、訪問や電話等で参加勧奨を行います。 

４）達成目標と実績 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

特定保健指導実施率 
目標 40％ 50％ 60％ 

実績 11.4％ 12.8％ 11.9％ 

 

【参考：特定保健指導の実施状況】 

(1) 目的 対象者が自らの生活習慣を振り返ることにより、よりよい食習慣や運動 

習慣等を実践することができるように保健指導を実施 

(2) 対象 特定健康診査の階層化により動機付け支援・積極的支援となった者 

(3) 方法 対象となる方には、個別通知や訪問、電話等で参加勧奨、個別面接での実施 

(4) 内容  

 ① 動機づけ支援 

初回面接を行い、対象者自ら生活習慣改善のための計画を作成 

５か月後に電話等で状況確認、６か月後に最終評価 

 ② 積極的支援 

初回面接を行い、対象者自ら生活習慣改善のための計画を作成 

１か月、３か月、５か月後に電話や面接等で状況確認、６か月後に最終評価 

③ 情報提供 

特定健診受診者に対し、生活習慣見直しのリーフレットや特定保健指導の案内を配布 

(5) 実施状況 

 ○特定保健指導実施結果 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

動機づけ支援（対象者数） 522 497 473 519 

      （終了者数） 63 65 65 69 

（実施率） 12.1％ 13.1％ 13.7％ 13.3％ 

積極的支援 （対象者数） 151 141 144 145 

      （終了者数） 8 8 14 10 

      （実施率） 5.3％ 5.7％ 9.7％ 6.9％ 

  資料：特定健診・特定保健指導実施結果総括表 
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５）事業の評価と考察 

評価の構造 内容 評価 

ストラクチャー 

（事業構成・実施体制） 

・健康課担当者３名により実施 
３ 

プロセス 

（事業過程） 

・特定保健指導対象者に対し、郵送による個別勧奨を

実施 

・ハイリスク者に対しては、訪問や電話等で参加勧奨

を実施 

３ 

アウトプット 

（事業実施量） 

・特定保健指導の参加勧奨 

 方法別人数         (単位：名) 

 対象 郵送 電話 訪問 

H27 531 442 111 10 

H28 648 421 184 10 

H29 711 516 108 12 
 

３ 

アウトカム 

（成果） 

・特定保健指導実施率 

 H27:11.4％、H28:12.8％、H29:11.9％ 

  特定保健指導終了者数 

   H27：73人 H28：79人 H29：79人 

１ 

 

特定保健指導の実施率は伸び悩んでおり、特定健康診査の結果が特定保健指導にうまくつ

ながっていない状況にあります。 

要因としては、自覚症状がないことによる危機感の低さが考えられることから、参加への

働きかけを強化するとともに、より参加しやすい環境づくりについて検討する必要があると

考えます。 
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 （３） 健診受診者への事後指導 [データヘルス計画] 

１）目的 

生活習慣病の早期発見のため、要医療の方に対し医療機関の受診勧奨を行います。 

２）対象者 

健診受診者 

健診結果において、血圧または糖代謝について要医療の方 

３）実施方法 

① 健診結果説明会の実施 

結果到着後、各地区の公民館等において、結果票の見方の説明や、生活習慣の見直しに

ついての助言等を行います。 

特定健診の結果や疾病状況を基に資料を作成し、関心を持ってもらう資料作りを行いま

す。 

② 受診状況の確認及び受診勧奨 

・結果到着後２か月：受診勧奨の通知を郵送します。治療中の方に対しても郵送し、 

主治医に結果を見せるように促します。 

・その後２か月  ：レセプトにより受診状況を確認。受診確認できない方について、 

          訪問して受診状況を確認します。 

・年度末（３月） ：レセプト確認し、受診確認できない方について、受診勧奨通知 

を行います。 

４）達成目標と実績 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

未治療者率 
目標 ７％ ６％ ５％ 

実績 7.7％ 7.1％ 6.3％ 
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５）事業の評価と考察 

① 健診結果説明会の実施 

評価の構造 内容 評価 

ストラクチャー 

（事業構成・実施体制） 

・健康課担当者３名により実施 
３ 

プロセス 

（事業過程） 

・結果説明会実施計画を作成 

・健診結果とともに説明会案内を送付 

・各会場で説明会を実施 

３ 

アウトプット 

（事業実施量） 

・説明会実施回数 

 H27：52回 H28：50回 H29：46回 

・説明会参加者数 

 H27：551名 H28：476名 H29：468名 

３ 

② 受診状況の確認及び受診勧奨 

評価の構造 内容 評価 

ストラクチャー 

（事業構成・実施体制） 

・健康課担当者３名により実施 
３ 

プロセス 

（事業過程） 

・「ｃ（異常所見）」項目該当者抽出 

・健診結果とともに説明会案内を送付 

・各会場で説明会を実施 

・血圧、血糖、心電図所見の方を最優先とし介入 

３ 

アウトプット 

（事業実施量） 

・「ｃ（異常所見）」判定者への医療機関受診勧奨 

                 (単位：名) 

 対象者 郵送 訪問 

(再掲) 

電話 

(再掲) 

H27 429 429 91 90 

H28 340 340 46 62 

H29 437 437 24 100 

・該当者のうち、医療機関を受診した人数 

 H27：276名、H28：303名 H29：333名 

３ 

 

アウトカム 

（成果） 

・未治療者率 

 H27：7.7％、H28：7.1％ H29：6.3％ ２ 

 

未治療者率は概ね目標を達成しており、これまでの取り組みに効果があったと考えま

す。 

今後も、これまでの取り組みを継続していきます。 
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 （４） 健康教育 [データヘルス計画] 

１）目的 

脳疾患の発症要因と考えられる生活習慣の改善に向けて、減塩や適正体重の維持をテーマ

とした健康教育を行います。 

２）対象者 

市民 

３）実施方法 

各地区の公民館等において、保健師・栄養士による健康教育を実施します。 

脳卒中予防をテーマとし、減塩に重点を置いた健康教育を実施。体験型の内容を含めて実

施します。 

 

４）達成目標と実績 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

週３回以上夕食後に間食を 

とる人の割合 

目標 14％ 13％ 12％ 

実績 14.6％ 13.6％ 14.6％ 

 

【参考：健康教育及び健康相談の実施状況】 

(1) 目的 生活習慣病予防や健康増進に関する知識の普及啓発 

(2) 対象 市民 

(3) 方法 集団での健康教室及び個別の健康相談 

(4) 内容 各保健センター、地区集会所等で健康教室・健康相談を実施 

     各保健センターにおいて、電話および来所での健康相談を随時実施 

(5) 実施状況 

○健康教育及び健康相談参加状況                   （延人数） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度 

各種健康教育参加者 6,080人 4,426人 8,545 人 7,834人 

各種健康相談参加者 6,048人 5,269人 5,591 人 4,919人 

  資料：宮古市健康課 

 

  



14 

 

５）事業の評価と考察 

評価の構造 内容 評価 

ストラクチャー 

（事業構成・実施体制） 

・健康課保健師、栄養士により実施 
３ 

プロセス 

（事業過程） 

・各地区の公民館等において、脳卒中予防や減塩につ

いての健康教育を実施 

・みそ汁の塩分測定や適塩みそ汁の試飲など体験型の

内容も実施 

３ 

アウトプット 

（事業実施量） 

・健康教室開催回数 

 H27：116回 H28：106回 H29：82回 

・健康教室参加者数 

 H27：1,002人 H28：1,089人 H29：799 人 

３ 

アウトカム 

（成果） 

・週３回以上夕食後に間食をとる人の割合 

 H27：14.6％ H28：13.6％ H29：14.6％ 
１ 

 

週３回以上夕食後に間食をとる人の割合は横ばいとなっており、健康教育が健康意識の醸

成につながっていない状況にあると考えます。 

その要因として、健康教室参加者の固定化など健康教育が広がっていない状況が考えられ

ることから、新規参加者を増やすための開催会場やテーマの検討が必要と考えます。 
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 （５） 医療費適正化への取組み [データヘルス計画] 

１）目的 

多受診者および頻回受診者を対象とし訪問を行います。受診状況を確認し適切な受診の指

導を行います。後発医薬品の使用促進による医療費抑制を目的とし、切り替えた場合の自己

負担軽減額を通知します。 

２）対象者 

国保被保険者、多受診・頻回受診者 

３）実施方法 

多受診・頻回受診者を訪問し、適正受診について指導します。 

被保険者証更新時に「ジェネリック医薬品希望カード」を配布します。 

後発医薬品の利用差額通知を年３回発送します。 

４）達成目標と実績 

 ① 多受診・頻回受診者訪問指導実施率 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

訪問指導実施率 
目標 40％ 45％ 50％ 

実績 41.9％ 48.0％ 24.8％ 

② 後発医薬品使用促進 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

数量シェア 
目標 65％ 67％ 69％ 

実績 62.3％ 69.3％ 74.2％ 
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５）事業の評価と考察 

① 多受診・頻回受診者訪問指導実施率 

評価の構造 内容 評価 

ストラクチャー 

（事業構成・実施体制） 
・健康課担当者により実施 ３ 

プロセス 

（事業過程） 

・多受診・頻回受診者に対し家庭訪問し、適正受診に

ついて指導 
３ 

アウトプット 

（事業実施量） 

・訪問指導実施人数   (単位：名) 

 対象者数 訪問数 

H27 215 90 

H28 173 83 

H29 318 79 
 

３ 

アウトカム 

（成果） 

・訪問指導実施率 

 H27：41.9％ H28：48.0％ H29：24.8％ 

※H29は対象者の抽出方法変更により対象者増 

３ 

② 後発医薬品使用促進 

評価の構造 内容 評価 

ストラクチャー 

（事業構成・実施体制） 
・総合窓口課担当者により実施 ３ 

プロセス 

（事業過程） 

・保険証更新時にジェネリック医薬品希望カード配布 

・後発医薬品利用差額通知の送付 
３ 

アウトプット 

（事業実施量） 
・後発医薬品利用差額通知 毎年３回実施 ３ 

アウトカム 

（成果） 

・数量シェア 

  H27：62.3％ H28：69.3％ H29：74.2％ 
３ 

 

①については、平成２８年度までは目標を達成しており、訪問時不在の際にメッセージや

パンフレットをポスティングするなどの工夫に効果があったと考えます。 

平成２９年度から対象者の抽出方法が変更され、今まで把握できていなかった対象者が把

握できるようになったことから、実施率 50％の目標を達成するためには実施体制を強化する

必要があると考えます。 

 

②については、目標が達成されていることから、これまでの取り組みに効果があったと考

えます。 

今後も、これまでの取り組みを継続していきます。 
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第４章 健康医療情報の分析と健康課題の抽出 

１ 健康医療情報の分析 

 （１） 医療費の推移 

医療費は、平成 29 年度が約 57 億 7 千万円であり、平成 24 年度と比較して８億４千９百万円減

少しています。しかし、一人当たりの医療費でみると、平成 24年度が 356,128円であるのに対し、

平成 29年度は 54,452円増加して 410,580円となっており、増加傾向にあります。 

要因として、生活習慣病の増加や疾病の重症化による通院、入院の増加が考えられます。 

     ○医療費の推移 

 

区分 医療費 被保険者数 
一人当たり 
医療費 

年度 円 人  円 

24 年度 6,619,702,536 18,588 356,128 

25 年度 6,334,868,010 17,431 363,425 

26 年度 6,239,153,805 16,590 376,079 

27 年度 6,315,812,672 15,763 400,673 

28年度 5,744,465,462 14,881 386,027 

29年度 5,770,297,572 14,054 410,580 

 ※医療費＝療養給付費＋療養費 
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 （２） 医療費の分析 

全体の医療費（入院+外来）の合計を 100％とした場合の疾病別の医療費割合で比較すると、高血

圧症や糖尿病などの生活習慣病が依然として上位を占めています。 

要因として、生活習慣病の予防や早期治療が進んでいない状況が考えられます。 

○医療費分析 細小分類 

順位 
平成 26年度 平成 29年度 

病名 割合 病名 割合 

１位 統合失調症 10.16％ 統合失調症 9.77％ 

２位 高血圧症 6.25％ 高血圧症 5.00％ 

３位 慢性腎不全（透析） 5.67％ 糖尿病 4.99％ 

４位 糖尿病 5.46％ 慢性腎不全（透析） 4.49％ 

５位 脳梗塞 2.80％ 不整脈 3.56％ 

６位 脂質異常症 2.72％ うつ病 3.26％ 

７位 うつ病 2.45％ 関節疾患 2.43％ 

８位 関節疾患 2.27％ 脂質異常症 2.38％ 

９位 大腸がん 2.02％ 脳梗塞 2.10％ 

１０位 狭心症 1.69％ 大腸がん 1.84％ 

 

○医療費分析 大分類 

順位 
平成 26年度 平成 29年度 

病名 割合 病名 割合 

１位 循環器系の疾患 17.22％ 循環器系の疾患 16.54％ 

２位 精神及び行動の障害 14.34％ 精神及び行動の障害 15.66％ 

３位 新生物 11.80％ 新生物 12.23％ 

４位 内分泌、栄養及び代謝疾患 9.26％ 尿路性器系の疾患 9.56％ 

５位 尿路性器系の疾患 9.26％ 内分泌、栄養及び代謝疾患 8.51％ 

資料：KDBシステム「医療費分析(2)大、中、細小分類」 
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○入院・外来別生活習慣病医療費分析（平成 29 年度累計） 

入院・
外来

性別 病疾患 被保険者数 レセプト件数 総医療費（円） 割合

糖尿病 28 7,443,630 0.6%
高血圧症 7 3,484,590 0.3%
脂質異常症 3 477,100 0.0%
高尿酸血症 1 62,230 0.0%
動脈硬化症 6 5,226,740 0.4%
脳出血 44 24,558,550 1.8%
脳梗塞 112 67,222,590 5.0%
狭心症 41 24,058,930 1.8%
心筋梗塞 9 5,690,160 0.4%
がん 250 188,944,790 14.1%
筋・骨格 115 71,069,280 5.3%
精神 946 347,442,010 26.0%
その他（上記以外のもの） 1,188 592,378,240 44.3%

入院 男性 計 6,703 2,750 1,338,058,840 100.0%

糖尿病 17 5,249,280 0.6%
高血圧症 7 2,193,300 0.3%
脂質異常症 0 0 0.0%
高尿酸血症 0 0 0.0%
動脈硬化症 0 0 0.0%
脳出血 15 11,509,450 1.4%
脳梗塞 27 16,321,670 2.0%
狭心症 13 6,117,170 0.7%
心筋梗塞 2 6,226,940 0.8%
がん 199 148,951,280 18.1%
筋・骨格 73 47,911,210 5.8%
精神 633 227,209,620 27.6%
その他（上記以外のもの） 778 351,534,260 42.7%

入院 女性 計 7,143 1,764 823,224,180 100.0%

糖尿病 5,148 135,754,780 8.9%
高血圧症 8,187 126,700,830 8.3%
脂質異常症 2,435 44,459,650 2.9%
高尿酸血症 297 4,016,390 0.3%
脂肪肝 44 1,284,900 0.1%
動脈硬化症 82 2,837,200 0.2%
脳出血 16 335,740 0.0%
脳梗塞 624 13,257,410 0.9%
狭心症 608 15,792,790 1.0%
心筋梗塞 66 2,130,640 0.1%
がん 1,467 149,111,680 9.8%
筋・骨格 3,664 69,357,140 4.5%
精神 3,805 104,856,430 6.9%
その他（上記以外のもの） 31,414 855,491,270 56.1%

外来 男性 計 6,703 57,857 1,525,386,850 100.0%

糖尿病 3,829 101,764,470 7.4%
高血圧症 8,419 121,021,540 8.7%
脂質異常症 4,998 75,650,700 5.5%
高尿酸血症 36 627,940 0.0%
脂肪肝 71 1,522,650 0.1%
動脈硬化症 42 810,060 0.1%
脳出血 9 156,550 0.0%
脳梗塞 494 9,509,380 0.7%
狭心症 532 9,953,720 0.7%
心筋梗塞 2 66,200 0.0%
がん 1,700 133,050,310 9.6%
筋・骨格 7,944 158,970,560 11.5%
精神 4,438 114,692,760 8.3%
その他（上記以外のもの） 42,136 656,019,150 47.4%

外来 女性 計 7,143 74,650 1,383,815,990 100.0%

外来 女性 7,143

入院 男性 6,703

外来 男性 6,703

入院 女性 7,143
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資料：KDB（生活習慣病分析）医療費分析・国立保健医療科学院分析ツールより 
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 （３） 死因別の割合 

以下の死因による死亡者数の合計を 100％とした場合の各死因の割合を比較すると、脳疾患・心

臓病が国の割合より高い値となっています。脳疾患においては、脳卒中死亡率が全国１位であった

岩手県の割合より高い値だった平成 26年度に比べ下回りましたが、一方で心臓病は、平成 29年度

で、国・県の割合を大きく上回る値に伸びています。 

要因として、生活習慣病の重症化による当該疾病の増加が考えられます。 

○死因別割合 

 
平成 26年度 平成 29年度 

宮古市 県 国 宮古市 県 国 

がん 39.6％ 42.1％ 48.3％ 38.6％ 42.4％ 50.1％ 

心臓病 30.2％ 28.3％ 26.6％ 39.3％ 29.9％ 26.5％ 

脳疾患 23.5％ 21.3％ 16.3％ 15.6％ 19.9％ 15.2％ 

糖尿病 0.7％ 1.7％ 1.9％ 0.9％ 1.8％ 1.8％ 

腎不全 4.3％ 3.4％ 3.4％ 3.7％ 3.1％ 3.3％ 

自殺 1.7％ 3.3％ 3.5％ 1.8％ 2.9％ 3.1％ 

                   資料：KDBシステム「地域の全体像の把握」H30.5.30 

 

 （４） メタボリックシンドロームの割合 

「メタボリックシンドローム予備群」、または「メタボリックシンドローム該当者」である割合

は、各年代で、男性が 17.7％～28.3％、女性が 2.9％～14.3％となっています。全体的にみると、

やや増加傾向にあります。 

要因として、生活習慣病に対する危機意識の欠如により、予防や早期治療が進まない状況が考え

られます。 

 

※「メタボリックシンドローム予備群」 

 特定健康診査等で、腹囲基準（男 85㎝以上・女 90㎝以上）に加え、高血糖、高血圧、 

脂質異常のいずれかの基準値を上回った場合 

※「メタボリックシンドローム該当者」 

 特定健康診査等で、腹囲基準（男 85㎝以上・女 90㎝以上）に加え、高血糖、高血圧、 

脂質異常の複数が基準値を上回った場合 
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○メタボリックシンドローム判定 

 

資料：KDB システム（厚生労働省様式 6-8）  

腹囲のみ 予備群 該当 腹囲のみ 予備群 該当
H26 144 13 33 27 9.0 22.9 18.8
H27 128 18 18 24 14.1 14.1 18.8
H28 114 12 22 25 10.5 19.3 21.9
H29 113 9 32 22 8.0 28.3 19.5
H26 226 12 40 37 5.3 17.7 16.4
H27 205 18 32 41 8.8 15.6 20.0
H28 178 12 37 37 6.7 20.8 20.8
H29 192 17 37 50 8.9 19.3 26.0
H26 878 38 124 219 4.3 14.1 24.9
H27 859 33 146 220 3.8 17.0 25.6
H28 845 35 149 209 4.1 17.6 24.7
H29 786 35 139 204 4.5 17.7 26.0
H26 702 17 111 144 2.4 15.8 20.5
H27 646 20 105 129 3.1 16.3 20.0
H28 578 13 95 133 2.2 16.4 23.0
H29 662 20 124 174 3.0 18.7 26.3

腹囲のみ 予備群 該当 腹囲のみ 予備群 該当
H26 159 9 8 5 5.7 5.0 3.1
H27 133 3 9 6 2.3 6.8 4.5
H28 135 8 7 7 5.9 5.2 5.2
H29 138 10 8 4 7.2 5.8 2.9
H26 313 12 23 23 3.8 7.3 7.3
H27 281 11 18 20 3.9 6.4 7.1
H28 252 9 22 29 3.6 8.7 11.5
H29 245 15 17 35 6.1 6.9 14.3
H26 1,441 18 92 127 1.2 6.4 8.8
H27 1,352 13 82 113 1.0 6.1 8.4
H28 1,350 26 74 114 1.9 5.5 8.4
H29 1,223 21 73 117 1.7 6.0 9.6
H26 936 12 59 102 1.3 6.3 10.9
H27 860 16 56 74 1.9 6.5 8.6
H28 812 12 51 73 1.5 6.3 9.0
H29 891 11 64 95 1.2 7.2 10.7

腹囲のみ 予備群 該当 腹囲のみ 予備群 該当
H26 40～74歳 4,799 131 490 684 2.7 10.2 14.3
H27 40～74歳 4,434 132 466 627 3.0 10.5 14.1
H28 40～74歳 4,264 127 457 627 3.0 10.7 14.7
H29 40～74歳 4,250 138 494 701 3.2 11.6 16.5

性別 年度 年齢

割合（％）対象者（人）
受診者（人）年齢年度性別

男

70～74歳

60歳代

50歳代

40歳代

女

40歳代

50歳代

60歳代

70～74歳

対象者（人） 割合（％）

受診者（人）
対象者（人） 割合（％）

合計

性別 年度 年齢 受診者（人）



23 

 

 

 

 （５） 生活習慣病関連医療情報の分析 

高額な医療費においては、心血管系疾患の占める割合が高くなっています。また、透析による国

保特定疾病証の交付者数の割合は、増加傾向にあります。 

要因として、生活習慣病の重症化による当該疾病の増加が考えられます。 

 

① 入院医療費の標準化比（国の医療費を 1.00とした場合。市の医療費総額との比較） 

年々医療費、割合ともに減少していますが、国と比較してまだ医療費が高い状況です。 

 平成 26年度 割合 平成 27年度 割合 平成 28年度 割合 

男性 4.5千万円 1.72 6.1千万円 1.42 4.2千万円 1.25 

女性 2.1千万円 2.14 1.9千万円 2.54 1.9千万円 1.25 

 

② 入院＋外来医療費における標準化比（年齢調整し、国の医療費を 1.00とした場合） 

年々割合が減少していますが、男女とも入院医療費の割合が高く、重症化して入院を 

 している状況が予想されます。 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

入院 男性 1.09 1.10 1.08 

女性 1.13 1.22 1.06 

外来 男性 1.15 1.07 1.04 

女性 1.12 1.02 0.97 
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③ 30万点以上の高額医療費と推移 

高額医療費に該当する件数に占める心血管系疾患の件数の割合は年々増加しています。 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

医療費総額 1.1億円 1.5億円 0.8 億円 

件数 26件 35件 18件 

うち心血管系

疾患件数 

6件 

(23.1％) 

19件 

(54.3％) 

13件 

(72.2％) 

   

④ 国保特定疾病証交付者数（透析）の推移 

社会保険脱退後、国保取得とともに、特定疾病交付となるケースも多いですが、 

交付者数の割合は増加傾向となっています。 

   平成 27年３月末 平成 28年３月末 平成 29年３月末 

被保険者数 16,155人 15,260人 14,350人 

男性 44件 46件 49件 

女性 19件 17件 14件 

合計 63件 63件 63件 

特定疾病 

証交付者数割合 
0.39％ 0.41％ 0.44％ 
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 （６） 特定健康診査結果の分析 

① 特定健康診査有所見者の推移 

特定健康診査の結果を見ると、ＢＭＩ25以上や中性脂肪 150以上の割合は、男女とも全年代で国

より高い割合で推移しています（図１～図８）。HbA1c 5.6以上の割合は、県や国より高く、有所見

者の割合が増えてきています。（図９～図 12）。性別世代別でみると、男性の 65～74 歳代、女性の

40～64歳の上昇率が高くなっています。 

要因として、生活習慣病に対する危機意識の欠如により、予防や早期治療が進まない状況が考え

られます。 

 

  １）ＢＭＩ25以上（ＢＭＩは身長と体重から算出される肥満指数。25以上を肥満と判定。） 
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図１：40～64歳 男性

全国 県 地域（地区）
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図２：65～74歳 男性

全国 県 地域（地区）
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図３：40～64歳 女性

全国 県 地域（地区）

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

H25 H26 H27 H28

図４：65～74歳 女性

全国 県 地域（地区）
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  ２）中性脂肪 150以上（150以上がメタボリックシンドローム診断基準の異常値） 
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図５：40～64歳 男性

全国 県 地域（地区）
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図６：65～74歳 男性

全国 県 地域（地区）
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図７：40～64歳 女性

全国 県 地域（地区）
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図８：65～74歳 女性

全国 県 地域（地区）
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 ３）HbA1c 5.6以上（糖化ヘモグロビン。余っている糖が多いほど値が高くなる。5.6以上が異常値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：KDB「厚生労働省様式（6-2～7）健診有所見者状況（男女別・年代別）」 

加工：国立保健医療科学院分析ツール 
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図９：40～64歳 男性

全国 県 地域（地区）
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図10：65～74歳 男性

全国 県 地域（地区）
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図11：40～64歳 女性

全国 県 地域（地区）
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図12：65～74歳 女性

全国 県 地域（地区）
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特定健康診査有所見者の推移【BMI、中性脂肪、HbA1c】

人数 割合 人数 割合 人数 割合
40～64歳 653 252 38.6% 234 35.8% 356 54.5%
65～74歳 1,282 428 33.4% 373 29.1% 812 63.3%
40～64歳 1,038 280 27.0% 237 22.8% 520 50.1%
65～74歳 1,777 557 31.3% 411 23.1% 1,173 66.0%
40～64歳 631 244 38.7% 238 37.7% 344 54.5%
65～74歳 1,319 440 33.4% 407 30.9% 882 66.9%
40～64歳 993 282 28.4% 185 18.6% 530 53.4%
65～74歳 1,846 521 28.2% 418 22.6% 1,270 68.8%
40～64歳 558 236 42.3% 202 36.2% 325 58.2%
65～74歳 1,250 412 33.0% 347 27.8% 871 69.7%
40～64歳 873 233 26.7% 165 18.9% 527 60.4%
65～74歳 1,753 463 26.4% 354 20.2% 1,319 75.2%
40～64歳 513 213 41.5% 186 36.3% 303 59.1%
65～74歳 1,202 396 32.9% 364 30.3% 867 72.1%
40～64歳 812 237 29.2% 168 20.7% 518 63.8%
65～74歳 1,737 491 28.3% 401 23.1% 1,325 76.3%

H25
男性

女性

H26
男性

女性

健診
受診者

ＢＭＩ 25以上 中性脂肪 150以上 HbA1c 5.6以上

H27
男性

女性

H28
男性

女性
 

 

② 質問票からみる生活習慣 

特定健康診査時の質問票を分析すると、１回 30 分以上の運動習慣なしと答えている方が国を上

回っています（図１）。 

また、女性で週３回以上夕食後に間食を摂ると答えている人が、県や国を上回っています（図２）。 

毎日飲酒している方の割合は、県や国より低くなっています（図３）。一方、飲酒している方のう

ち、１日飲酒量が２合以上と答えている方の割合が男性では国より高く、総数と女性では県や国よ

り高くなっています（図４）。 

 

  

  

資料：KDB「質問票調査の状況」  
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 （７） 介護データの分析 

介護給付費、居宅給付費、施設給付費のいずれも、国、県を上回っています。認定率は県と比べ

低い数値になっています。また、有病状況については、脳疾患が国、県を上回っています。 

要因として、生活習慣病の重症化による当該疾病の増加が考えられます。 

 

 ○介護認定率、1件当たり介護給付費（平成 29年度） 

 宮古市 県 国 

認定率 18.8％ 19.9％ 18.8％ 

介護給付費 67,565円 65,697円 60,830円 

居宅給付費 44,132円 41,289円 41,621円 

施設給付費 293,154円 286,974円 284,059円 

                      資料：KDB「地域の全体像の把握」 

   ○要介護者の有病状況（平成 29年度） 

 宮古市 県 国 

糖尿病 18.8％ 19.8％ 22.2％ 

高血圧症 50.5％ 51.1％ 50.8％ 

脂質異常症 23.5％ 27.5％ 28.7％ 

心臓病 56.3％ 57.4％ 57.8％ 

脳疾患 28.7％ 28.3％ 24.9％ 

がん 7.7％ 8.8％ 10.4％ 

筋・骨格 46.9％ 48.4％ 50.4％ 

精神 30.9％ 35.6％ 35.5％ 

                        資料：KDB「地域の全体像の把握」 
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２ 優先的に取り組む健康課題 

健康医療情報の分析結果を踏まえ、優先的に取り組む健康課題を次のとおり設定します。 

 （１） 特定健康診査受診率、特定保健指導実施率の向上 

心血管系疾患などの超高額医療費や、透析患者の割合の増加などが、市の医療費を圧迫していま

す。 

このことから、一人ひとりが健康に関する意識を高め、特定健康診査により自身の健康状態を知

り、生活習慣の見直しに取り組めるよう、被保険者に対する普及啓発の取り組みを強化する必要が

あると考えます。 

 

 （２） 脳疾患、心臓病の減少に向けた生活習慣病の予防 

死因に占める脳疾患の割合は、平成 26 年度に比べると改善しているものの、国と比較すると高

い状況にあります。また、心臓病の割合は国、県を大きく上回る値に伸びています。 

このことから、脳疾患、心臓病につながる生活習慣病への対策は、引き続き優先的に取り組むべ

き課題と考えます。 

 

 （３） 糖尿病性腎症の重症化予防 

特定健康診査における、HbA1c 有所見者が増加していることから、糖尿病予備群及び糖尿病患者

が今後も増加することが予想されます。 

このことから、透析などへの重症化を予防する取り組みの重要性が高まっていると考えます。 

 

 （４） 医療機関と連携した生活習慣病の重症化予防 

高血圧症や糖尿病などを抱える被保険者の中には、特定健康診査や特定保健指導は受けていない

ものの、定期的に通院し、投薬などで病気のコントロールに取り組んでいる方もあると考えられま

す。 

このことから、特定健康診査や特定保健指導を受けられなかった被保険者について、別のアプロ

ーチで生活習慣病の重症化予防に取り組めるよう、医療機関等と連携した新たな取り組みを進める

必要があると考えます。 
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第５章 計画全体の目標と保健事業の展開 

１ 計画全体の目標 

本計画の関連計画である「第２次いきいき健康宮古２１プラン」においては、「生涯を通じて、

みんながいきいき健康に暮らすまち」を基本理念として取り組みを進めることとしています。 

本計画においては、国民健康保険の被保険者がいきいき健康に暮らしていけるよう、健康課題とし

て浮かび上がった生活習慣病への対策を優先して実施することとします。また、医療費の抑制に向け

た医療費適正化の取り組みを併せて実施することとし、次のとおり目標を設定します。 

 

 ① メタボリックシンドローム予備群・該当者の減少 

メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合は、平成 29 年度までの３年間で 3.7％増加し、

28.1％となっています。県平均は平成 29 年度で 29.5％となっており、本市は県平均をやや

下回っている状況です。 

本計画では、第２次いきいき健康宮古２１プランに掲げた「メタボリックシンドローム予備群・

該当者の割合（40～44歳）＝20.0％」を、全年齢を通じての目標として設定することとします。 

○達成目標 

 29年度 

実績 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ 

予備群・該当者率 
28.1％ 27％ 26％ 25％ 24％ 22％ 20％ 

 

 ② 一人当たり医療費の伸び率の抑制 

一人当たり医療費は、平成 29年度までの３年間で 9.2％、年平均 3.1％伸びています。 

本計画では、一人当たり医療費の伸び率を抑制し、計画初年度の伸び率を過去３年間平均の 3.0％

とし、最終年度の伸び率を 0％にすることを目標とします。 

○達成目標 

 29年度 

実績 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

一人当たり医療費 

の伸び率 
6.4％ 3.0％ 2.5％ 2.0％ 1.5％ １.0％ 0％ 

一人当たり医療費 
410,580 

円 

422,897 

円 

433,469 

円 

442,138 

円 

448,770 

円 

453,257 

円 

453,257 

円 
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２ 保健事業の展開 

計画全体の目標を達成するため、第４章で掲げた優先的に取り組む健康課題及び医療費の適正化に

対応する保健事業の展開を次のとおり設定し、取り組みを進めることとします。 

 

  ＜優先的に取り組む課題＞                ＜実施する保健事業＞      

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

  

１ 特定健康診査の実施及び普及啓発 

 ・特定健康診査の実施 

 ・受診勧奨（啓発資料の内容の充実） 

 ・地域と連携した受診勧奨の構築 

 ・医療機関個別健診の実施に向けた取り組み 

２ 特定保健指導の実施及び普及啓発 

 ・特定保健指導の実施 

 ・参加勧奨（郵送、電話等による再勧奨） 

 ・健診時初回面接の実施に向けた取り組み 

３ 特定健康診査受診者への事後指導 

 ・健診結果説明会（啓発資料の内容の充実） 

 ・医療機関受診勧奨 

４ 糖尿病該当者への医療機関受診勧及び 

  保健指導 

 ・医療機関受診勧奨 

 ・保健指導（医療機関を通じた働きかけ） 

５ 多受診・頻回受診者への訪問指導 

 ・訪問指導（啓発資料の内容の充実） 

６ 後発医薬品の普及啓発 

 ・後発医薬品希望カードの配布 

 ・後発医薬品差額通知 

 ・啓発資料の内容の充実 

１ 特定健康診査受診率、 

  特定保健指導実施率の 

  向上 

２ 脳疾患、心臓病の減少 

  に向けた生活習慣病の 

  予防 

３ 糖尿病性腎症の重症化 

  予防 

４ 医療機関と連携した 

  生活習慣病の重症化予防 

５ 医療費の適正化 
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第６章 保健事業の実施内容と達成目標 

１ 特定健康診査の実施及び普及啓発 

 （１） 目的及び実施概要 

生活習慣病の予防や早期治療などの健康づくりは、一人ひとりが健康に関する意識を高め、自身

の健康状態を知ることから始まります。 

このことから、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリック

シンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した検査項目による特定健康診査を実施します。 

40 歳から 74 歳の被保険者を対象として毎年度実施し、生活習慣病の治療や、予防のための特定

保健指導につなげます。 

なお、特定健康診査と特定保健指導は一連の流れで実施します。実施の流れ及びスケジュールは

次のとおりとします。 

 

  ① 実施の流れ 

評価・改善

結果通知
結果通知

医療機関受診勧奨

積極的支援

結果通知
参加勧奨

動機付支援

結果通知
参加勧奨

特定保健指導 特定保健指導

受診勧奨

データ取り込み

特定保健指導対象外

人間ドック等受診

健診結果優良者
医療機関受診勧奨

対象者

階層化

被保険者台帳

対象者抽出

特定健康診査実施

特定保健指導対象者

未受診 受　診
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  ② 実施のスケジュール 

 

月 実 施 内 容 

４月 
 

５月 
 

６月 
 

７月 
 

８月 
 

９月 
 

10月 
 

11月 
 

12月 
 

１月 
 

２月 
 

３月 
 

 

  

健診実施機関等との契約 

受診券の発行 

特 

定 

健 

診 

実 

施 

期 

間 

特定健診の開始 

未受診者への勧奨 特定保健指導開始 

健診結果は、随時通知 

特定健診の終了 

翌年度まで継続の

場合あり 

人間ドック等データ受入 

受
診
勧
奨 
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 （２） 対象者 

宮古市に住所を有する 40歳から 74歳の国民健康保険被保険者 

 

 （３） 実施方法 

特定健康診査は、利用者の利便性に配慮した形で健診を実施できる機関等に委託することとし、

検診車が巡回して実施する集団健診方式により実施します。 

実施場所は、公民館、集会所等とします。 

実施期間は、６月から 11月までとします。 

特定健康診査に係る費用は全て宮古市の負担とし、受診者の負担額は無料とします。 

 

 （４） 健診項目 

健診項目は、全受診者が実施する「基本的な健診項目」と、医師が必要と認めた該当者が実施す

る「詳細な健診項目」があります。 

本市では、被保険者の健康増進を図るため、「詳細な健診項目」を全受診者に実施することとしま

す。 

さらに、生活習慣病への取り組みを強化するため、「追加健診項目」として、腎疾患の早期発見、

早期治療を目的とした腎機能検査、脳血管疾患による死亡率低下を目的とした推定塩分摂取量測定

を全受診者に実施します。 

  ○特定健康診査項目 

基本的な健診項目 

質問項目 問診 

身体計測 身長、体重、腹囲、BMI、 

理学的検査 身体検査 

血圧測定  

脂質検査 中性脂肪、HDL コレステロール、 

LDL コレステロール 

肝機能検査 AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT（γ-GTP） 

血糖検査 空腹時血糖又は HbA1c 

尿検査 尿糖、尿蛋白 

詳細な健診項目 

心電図検査 12 誘導 

眼底検査 片眼検査 

貧血検査 赤血球数、血色素量、 

ヘマトクリット値 

追加健診項目 腎機能検査 血清クレアチニン、尿酸、糸球体濾過量 

推定塩分 

摂取量測定 

尿中ナトリウム、尿中クレアチニン、 

尿中カリウム 
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 （５） 達成目標 

 
29 年度 

実績 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

特定健康診査 

受診率 
40.7％ 44％ 47％ 50％ 53％ 56％ 60％ 

【目標値の考え方】 

特定健康診査受診率の県平均は平成 29 年度実績で 44.3％となっており、本市は県平均を下

回っている状況です。 

国は、市町村国保の受診率の目標値を 60％としており、県内で受診率が 50％を超えている

市町村もあることから、国が設定した 60％を本市の目標値とするものです。 

 

 （６） 受診率向上に向けた取り組み 

ア 特定健康診査の普及啓発のため、次のとおり受診勧奨を行います。 

① 特定健康診査開始前の受診勧奨（４月～６月） 

過去３年間で受診歴２回以下の者（41～45歳）に対し、訪問による受診勧奨を行います。 

② 特定健康診査開始時の受診勧奨（５月） 

受診対象者への個別案内通知のほか、市の広報紙及びホームページで周知します。 

個別案内通知に際しては、同封する啓発資料の内容を充実させるなど、特定健康診査への理

解を深める働きかけを強化します。 

③ ７月末までの未受診者への受診勧奨 

特定健康診査の受診について、再度、勧奨通知を行います。 

 

イ モデル地区を設定し、試行的な取り組みを重ねながら、地域と連携した受診勧奨の構築を図り

ます。 

 

ウ 受診しやすい環境をつくるため、医療機関での個別健診の実施に向けた取り組みを進めます。 
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２ 特定保健指導の実施及び普及啓発 

 （１） 目的及び実施概要 

特定健康診査の結果を健康づくりに生かすためには、健診の結果を理解し、生活習慣の見直しに

取り組めるよう働きかける必要があります。 

このことから、特定健康診査の結果、生活習慣の改善が必要と診断された人に対して、保健指導

を実施します。 

保健指導の必要性（生活習慣病リスク）に応じて、対象者を「動機付け支援」と「積極的支援」

に分類し、対象者が身体のメカニズムと生活習慣との関係を理解し、生活習慣の改善を自ら選択し、

行動変容につなげていく一連の過程を支援します。 

 

 （２） 対象者 

特定健康診査の結果から、内臓脂肪の蓄積の程度（腹囲・BMI）とリスクの数により階層化し、保

健指導の必要性（生活習慣病リスク）に応じて、「動機付け支援」、「積極的支援」となった人を

対象とします。 

○階層化 

腹  囲 
追加リスク 

①血糖 ②脂質 ③血圧 
④喫煙歴 

対  象 

40～64歳 65～74歳 

≧85cm（男性） 

≧90cm（女性） 

２つ以上該当  積極的支援  

１つ該当 あり   

なし 動機付け支援 

上記以外で 

BMI≧25 

 

３つ該当  積極的支援 

 

 

２つ該当 あり 

なし 動機付け支援 

１つ該当  

○追加リスク 

① 血糖 
空腹時血糖100mg/dl 以上 

＊随時血糖の場合は、HbA1c 5.6％以上 

② 脂質 中性脂肪150mg/dl 以上又はHDL コレステロール40mg/dl 未満 

③ 血圧 収縮期血圧130mmHg 以上又は拡張期血圧85mmHg 以上 

 

 （３） 実施方法 

特定保健指導は、実施対象者数の状況により、その一部を外部実施機関に委託し、実施体制

を確保することとします。 

実施場所は、保健センター、公民館、集会所等とします。 

実施期間は、初回面接から３か月以上の期間行うこととします。 

特定保健指導に係る費用は全て宮古市の負担とし、対象者の負担額は無料とします。 
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 （４） 支援内容 

対象者自らが生活習慣改善のための実践計画をたて、それに基づいて継続的に実践できるよう、

次の区分により支援します。 

ア 動機付け支援 

面接による支援のみの原則１回とします。 

初回面接から実績評価を行うまでの期間は３か月経過後となります。ただし、対象者の状況

に応じて、６か月後に評価を実施することもあります。 

イ 積極的支援 

初回面接による支援を行い、その後、３か月以上の継続的な支援を行います。 

初回面接から実績評価を行うまでの期間は３か月経過後となります。ただし、対象者の状況

に応じて、６か月後に評価を実施することもあります。 

 

 （５） 達成目標 

 
29 年度 

実績 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

特定保健指導

実施率 
11.9％ 17％ 22％ 27％ 32％ 37％ 45％ 

【目標値の考え方】 

特定保健指導実施率は、平成 29年度の県平均が 14.9％、国平均が 22.7％となっており、本

市は県平均を下回っている状況です。 

国は、市町村国保の目標値を 60％としておりますが、本市の現状とは乖離した数値であるこ

とから、本市においては、国が全保険者を通じての全国目標としている 45％を目標値とするも

のです。 

 

 （６） 実施率向上に向けた取り組み 

ア 特定保健指導の普及啓発のため、次のとおり参加勧奨を行います。 

① 特定健康診査結果説明会での参加勧奨 

特定健康診査結果説明会の会場で、特定保健指導への参加勧奨を行います。 

② 郵送による参加勧奨 

特定保健指導の対象者に対し、郵送による参加勧奨を行います。 

③ 戸別訪問等による参加勧奨 

特定保健指導未実施者のうちハイリスク所見の重複している者を中心に、戸別訪問や電話等

による参加勧奨を行います。 

また、全ての対象者に対し郵送及び電話等による再勧奨を行います。 

 

イ 参加しやすい環境をつくるため、健診会場での初回面接の実施に向けた取り組みを進めます。 
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３ 特定健康診査受診者への事後指導 

 （１） 目的及び実施概要 

特定健康診査受診者に対し、健診結果について正しい知識が得られるよう啓発します。 

また、生活習慣病の早期治療、重症化予防を図るため、要医療の者に対し医療機関への受診勧奨

を行い、医療に結び付けます。 

 

 （２） 対象者及び実施方法 

① 健診結果説明会の実施 

対象者：特定健康診査受診者 

実施方法 

・結果到着後、各地区の公民館等において、結果票の見方の説明や、生活習慣の見直しに

ついての助言等を行います。 

・特定健康診査の結果や疾病状況を基に資料を作成し、健診結果について知る機会を提供

します。 

・説明会に際しては、啓発資料の内容を充実させるなど、健診結果の内容と医療機関受診

の必要性への理解を深める働きかけを強化します。 

② 医療機関受診勧奨及び受診状況の確認 

対象者：特定健康診査の結果Ｃ判定（異常所見）者のうち、血圧、糖代謝、心電図所見あり 

    の者 

実施方法 

・結果到着後２か月：医療機関受診勧奨の通知を郵送します。治療中の者に対しても郵送 

          し、主治医に結果を見せるように促します。 

・その後２か月  ：レセプトにより受診状況を確認。受診確認できない者に対し、訪問 

          等により受診状況を確認します。 

・年度末（３月） ：レセプトにより受診状況を確認。受診確認できない者に対し、再度 

          受診勧奨通知を行います。 

 

 （３） 達成目標 

 
29年度 

実績 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

対象者の医療機 

関受診率 
76％ 80％ 84％ 88％ 92％ 96％ 100％ 

【目標値の考え方】 

医療機関受診率の県平均は平成 29 年度実績で 93.7％（未治療率 6.3％）となっており、本

市は県平均を下回っている状況です。 

生活習慣病の改善や重症化予防には医療機関の受診が欠かせないことから、受診勧奨対象者

全員が医療機関を受診することを目指すものです。  
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４ 糖尿病該当者への医療機関受診勧奨及び保健指導 

 （１） 目的及び実施概要 

糖尿病性腎症の重症化（腎不全や透析への移行）を予防するため、糖尿病が重症化するリスク

の高い糖尿病治療未受診者及び治療中断者に対し医療機関への受診勧奨を行い、医療に結びつけ

ます。 

また、糖尿病治療中で重症化するリスクの高い者に対し、医療機関（主治医）と連携して保健

指導を行います。 

 

 （２） 対象者及び実施方法 

① 医療機関受診勧奨 

対象者：特定健康診査の結果ＨｂＡ１ｃ6.5％以上の者のうち、糖尿病治療未受診者及び治療 

    中断者 

実施方法 

・ＨｂＡ１ｃ6.5％～6.9％の者は、健診結果到着後１か月後に受診勧奨通知を送付する。 

・ＨｂＡ１ｃ7.0％以上の者には結果到着後１か月以内に家庭訪問にて受診勧奨を行う。 

・健診結果到着後３、４か月後にレセプトにより受診状況を確認する。 

・未受診者に対して、家庭訪問又は電話等での再受診勧奨を１回以上行う。 

② 保健指導 

対象者：特定健康診査の結果ＨｂＡ１ｃ8.0％以上の者のうち、糖尿病治療中または経過観察 

    中の者 

    糖尿病性腎症等で通院している者のうち、重症化するリスクの高い者 

実施方法 

・１回目：家庭訪問等で受診状況を確認し、糖尿病手帳や検査値を用いて必要な生活習慣 

     改善の取組を支援する。 

・２回目：糖尿病性腎症重症化予防講演会等への参加勧奨（案内送付）を行う。 

・３回目：家庭訪問等で受診状況を確認し、糖尿病手帳や検査値を用いて必要な生活習慣 

     改善の取組を支援し、併せて次年度の特定健康診査受診勧奨を行う。 

 

 （３） 達成目標 

 
29年度 

実績 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ＨｂＡ１ｃ有所

見者の割合 
68.6％ 66％ 63％ 60％ 57％ 54％ 50％ 

【目標値の考え方】 

ＨｂＡ１ｃ有所見者の割合は、平成 29年度の県平均が 66.0％、国平均が 57.6％となってお

り、本市は県平均を上回っている状況です。 

このことから、国平均を下回る 50％を目標値とするものです。  
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５ 多受診・頻回受診者への訪問指導 

 （１） 目的及び実施概要 

医療機関への適正受診を図るため、多受診・頻回受診者を対象とした訪問指導を行います。訪問

指導の際は、重複服薬に関する確認、指導も併せて行います。 

 

 （２） 対象者及び実施方法 

対象者：同一月内に同じ医療機関に 10日以上外来診療がある者 

    同じ病名で複数医療機関を受診している者 

実施方法 

・対象者のレセプトを確認後、戸別訪問し、適正受診について指導します。 

・適正受診への改善を図るため、訪問指導に際し配布する啓発資料の内容を充実させる

など、適正受診への理解を深める働きかけを強化します。 

 

 （３） 達成目標 

 
29年度 

実績 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

訪問指導対象者

の割合 
1.56％ 1.5％ 1.4％ 1.3％ 1.2％ 1.1％ 1.0％ 

【目標値の考え方】 

平成29年度の訪問指導において実際に面会できた割合は、対象者の約25％となっています。 

面会指導できた対象者が全て適正受診に改善した場合、被保険者に対する訪問指導対象者が

約 0.1％減少することから、年 0.1減少を目標値とするものです。 
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６ 後発医薬品の普及啓発 

 （１） 目的及び実施概要 

後発医薬品（ジェネリック医薬品）の利用を促進するため、被保険者に対しパンフレット等によ

る啓発を行います。また、後発医薬品に切り替えた場合の自己負担軽減額をお知らせします。 

 

 （２） 対象者及び実施方法 

対象者：被保険者 

実施方法 

・被保険者証更新時に「ジェネリック医薬品希望カード」を配布します。 

・後発医薬品の利用差額通知を年３回行います。 

・後発医薬品の利用促進を図るため、啓発資料の内容を充実させるなど、後発医薬品へ

の理解を深める働きかけを強化します。 

 

 （３） 達成目標 

 
29年度 

実績 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

後発医薬品の 

数量シェア 
74.2％ 75％ 76％ 77％ 78％ 79％ 80％ 

【目標値の考え方】 

後発医薬品数量シェアの県平均は平成 29 年度実績で 79.0％となっており、本市は県平均を

下回っている状況です。 

このことから、県平均を上回る 80％を目標値とするものです。 
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第７章 計画の評価・見直し 

 （１） 計画全体の評価方法 

計画全体の評価は、計画全体の目標の達成状況及び各保健事業の評価に基づき、最終年度に行う

ものとします。 

 

 （２） 各保健事業の評価方法 

各保健事業の評価は、ストラクチャー、プロセス、アウトプット、アウトカムの４項目に着目し、

下記評価基準に沿って毎年度行うものとします。 

なお、評価の結果は、必要に応じて翌年度以降の事業内容に反映させるものとします。 

○評価基準 

評価の構造 評価の内容 評 価 

ストラクチャー 

（事業構成・実施体制） 

事業計画、予算、実施体制など ・第１次、第２次いきいき健康宮

古２１プランにおける判定方

法を準用し、アウトカム（成果）

の到達度を判定する。 

・アウトカム（成果）判定結果を

踏まえ、他の項目の内容を評価

する。 

プロセス 

（実施過程） 

周知方法、実施方法、会場など 

アウトプット 

（事業実施量） 

実施回数、参加者数など 

アウトカム 

（成果） 

事前に設定した目標値と実績値

の比較 

（参考）第１次いきいき健康宮古２１プランにおける最終評価の判定方法 

到達度 到達度の数値 内容 到達度の算定方法 

Ａ 100％以上 目標達成 ①基準値よりも最新値を上げる目標である場合 

（最新値－基準値）／（目標値－基準値）×100 

 

②基準値よりも最新値を下げる目標である場合 

（基準値－最新値）／（基準値－目標値）×100 

 

Ｂ 50％以上 100％未満 目標に対し、 

50％以上の達成 

Ｃ ０％超え 50％未満 目標に対し、 

50％未満の達成 

Ｄ ０％以下 後退 

（参考）第２次いきいき健康宮古２１プランにおける中間評価の判定方法 

評価方法 評価区分 

策定時の値と直近値を比較 ａ１ 改善しており、目標に到達している 

ａ２ 改善しているが、目標に到達していない 

ｂ 変わらない 

ｃ 悪化している 

ｄ 設定した指標又は把握方法が異なるため評価困難 

  



44 

 

 （３） 評価の実施体制 

計画の評価は、第１章の「５ 実施体制・関係者との連携」の内容に沿って行うものとします。 

 

 （４） 計画の見直し 

計画の見直しは、計画の評価や健康医療情報に基づく分析等を踏まえ、最終年度に、次期計画の

策定に合わせて行うものとします。ただし、見直しの必要が生じた場合は、その都度見直しを行う

ものとします。 

 


